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第５回銚子市行財政改革審議会 会議概要 

 

日 時：平成２８年９月２３日（金）午後１時３０分～午後３時３５分 

場 所：全員協議会室 

出席者：委 員 大塚委員、伊永委員、舘野委員、岡田委員、野口委員 

     銚子市 越川市長 島田副市長 飯田理事 宮澤政策企画部長 長島総務市民部長 

         石井健康福祉部長 笹本産業観光部長 椎名都市環境部長 山口教育部長 

         山口消防長 野口水道課長 安藤秘書広報課長 伊藤企画課長 宮内財政 

         課長 山口総務課長 林保険年金課長 網中税務課長 林医療対策課長  

         石田都市整備課長 越川生活環境課長 柴教育総務課長 井上学校教育課 

         長補佐 菅澤消防次長 

     事務局 小保方課長補佐 野口主査 猪田副主査 

     傍聴者 市民３人、市議会議員１０人 ほか報道各社  

 

 

事務局 

 

 

 

伊永会長（議長） 

 

 

 

 

財政課長 

 

大塚委員 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 ただいまから第５回銚子市行財政改革審議会を開催します。 

（傍聴者に対する注意事項説明） 

 

２ 議事 

 次第に従い議事に入ります。 

 議題に入る前に、前回の会議の中で民間企業のような財務諸表の作成をし

てほしいということをお願いしました。今回、資金収支計算書を出していた

だいておりますので、説明をお願いします。 

 

（資料１に基づき説明） 

 

 資金収支計算書をどう見るかというと、経常的収支、公共施設整備収支、

及び投資・財務的収支という３つの収支がどう釣り合っているかを見るとい

うことになります。その点でいうと、非常にはっきりしている点が２つあり

ます。１つは、税収を日常業務で使って、その残った部分である経常的収支

の黒字部分の大部分が地方債償還額に使われてしまっている。つまり、銚子

市においては債務負担が大きいということが数字の上でも明確に出ていると

言えると思います。もう１つは、公共資産整備収支の２６年度と２７年度を
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比較すると、２６年度は全体の支出額が２２億円弱あったのが、２７年度に

なると１４億円と３分の２になってしまった。つまり借金を返すのに資金が

使われていますので、設備投資の方にお金が回らないこともはっきり出てお

ります。なお、平成２９年度からこの資金収支計算書の作り方が変わり、現

在は地方債発行額を３つに分けて計上していますが、新しい基準では、全て

まとめて３番目の投資・財務的収支になります。ということは、経常的収支

の収入から地方債発行額が外れることになり、経常的収支の余裕度は、実際

にはもっと低くなるということで、そういう点からすると、安心できるもの

ではない。むしろ厳しいということが出て来ている数字だと言えると思いま

す。 

 

 ２６年度に比べて２７年度の投資的経費が減っていることについて、何か

説明はありますか。 

 

 確かに減っていますけど、２番目の公共資産整備収支の部の２行目の公共

資産整備補助金等支出のところが２６年度６億７，０００万円から２７年度

１億４，４００万円と大きく減っていまして、これが銚子漁港第一卸売市場

の整備の補助金の部分で、財源も全て国・県支出金等で賄われておりますの

で、収入の国県補助金等もその分減っています。それから単独の部分につい

ては、１番上の公共資産整備の部分も１５億円から１１億円に減っています。

これは小中学校の耐震整備が２７年度で完結するように整備を進め、２６年

度の方が事業費が多かったせいかと思います。 

 

 ２７年度について減ったことの理由は説明できるのかも知れませんが、将

来的な公共施設等の管理維持経費というものを考えると、減らしたままには

当然できないだろうと思います。そういうことを考えれば、やはり余裕がな

くなっている事実が資金の上ではある訳ですから、そこは問題として認識し

てもらいたいと思います。 

 

 おっしゃるとおり、今後公共施設の再編・統廃合を進めていく中で、そこ

の部分の財源をきちんと確保していく必要は当然あるかとは思います。 

 

 この資金収支計算書は財務諸表の１つですけど、資料４の１７ページ財政
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の「見える化」の推進という項目で、そのことについて触れてあります。た

だ、この表だけを見て分析するというのは、市民の方には難しいことだと思

いますので、是非、市の財政の皆さんには、今後こういった計算書、財務諸

表を分析して、こういった表によると銚子市の財政状況はこうですよという

ことを、是非とも市民の方に分かりやすく説明して行革を進めてもらいたい

と思います。 

 

 この資金収支計算書を見ると財政状況が良いという印象を受けますが、大

塚委員や舘野委員の話を聞くと、やはり我々の分からない部分があります。

資料４の１７ページの最後の「わかりやすい広報の実施」というところに関

連するのですけど、今、銚子市が黒字になったといろいろな所でマスコミに

出て、一様に認識が甘くなっているのを非常に心配しています。厳しい状況

は変わらない訳で、その辺のわかりやすい広報というのをもう尐し頭に入れ

て実施してもらえればと思います。 

 

 ２９年度から新しい制度に変わりますけど、その前の今の予算の状況であ

るとか、決算の状況であるとか、確かに市民に分かりにくい部分があります。

今年度から「わかりやすい予算書」という形で、図、絵やグラフを入れたも

のを作成してホームページにアップしましたが、当然、決算もそういうもの

を作るべきではないかというご意見が議会の中でありましたので、今年度か

ら作成しますと答弁させていただきました。そういった市役所の中だけで分

かるものだけではなくて、市民にもっと分かりやすいような書式で公表して

いきたいと考えております。 

 

 本当に黒字が容易にできるのであれば、審議会としても黒字にした方がい

いと思いますが、決してそういう状況ではない訳で、一生懸命に小さな積上

げをして、無理やり黒字にしています。過去にあったような銚子は赤字だと

いうことで、風評被害を受けるようなことがあってはならない、そのあたり

は気を付けようということで委員５人の中では一致しております。ただ、ど

ちらかと言えば黒字のデータだけが一人歩きして、表に出ていくというよう

な傾向がありましたので、市民の方に、全体的にどれだけ努力を重ねてここ

までこぎ着けているのか伝わるように、そしてこれは大きな前提条件をいく

つも積み上げた上でやっていることですから、その中の１つでも崩れると、
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即座に赤字に陥る可能性がありますので、そういう非常に危ない橋を渡って

いるということをどうやって伝えていただくか、ということをこれからも引

き続き検討してもらいたいと思います。 

 

 銚子市のホームページで公表されている「わかりやすい予算書」を拝見し

ているのですが、率直に言って分かりにくいです。何が問題かというと、出

てきた金額の大小を判断する材料が何もないことです。尐なくとも前年度と

の比較であるとか、あるいは他の団体との比較がないと、数字の意味はわか

りません。これだけ見ても市民の方は分からない訳で、これをもって分かり

やすいという考え方をされているところから考え方を変えてもらわないと、

本当の意味で市民に情報を伝えるという形にはならないという気がします。 

 

 わかりました。今回初めてで、尐し中途半端かなという感じは否めません

ので、２７年度の決算は、もう尐し他と比較して、近隣と比較してというよ

うなものは、できるだけ取り入れられるようにしたいと思います。 

 

 尐なくとも前年度との比較は難しくない訳ですから、そのように客観的な

見方ができるようにしてもらえればと思います。それでは資料１については、

この程度にいたします。次に資料２にまいります。前回の会議で出ていまし

た市立病院の変動損益計算書ですが、変動損益計算書を作ることは今回もで

きていませんが、それに見合った説明をするということで聞いておりますの

で、説明をお願いします。 

 

（資料２に基づき説明） 

 

 収入の実績でかなりいい数字が出ているとお聞きして皆さんの努力が感じ

られます。変動損益計算書の件は先ほどの説明で理解しました。平成２８年

度では、医薬品費については１０パーセント、診療材料費については６．４

パーセント、全部合わせると３割くらいが材料費に掛かるということで、例

えば療養病床について収入が１５，０００円とすると、４，５００円くらい

の材料費が掛かるという認識でよろしいですか。 

 

 給食材料費、寝具委託費、給食委託費については入院にのみ掛かる率で計
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算しています。それ以外は入院、外来、保健予防の報酬を基に算定をしてい

ますので、それぞれ足していくとそのような形になるかと思います。 

 

 市民に説明するときに、大きな数字を言っていても説得力がありません。

そういう意味では、例えば、単価が１５，０００円で材料費が４，５００円、

残り１０，５００円のうち人件費を引くといくら儲かりますと、その積み重

ねが何億円又は何千万円になりますという説明をしていかないと、市民の方

も実際に病院は改善されているのか不確かであると思います。このような説

明の仕方が大事ではないかと思いますので、是非そういう内容の資料を作る

ようお願いしたいと思います。 

 

 市民の方に分かりやすい資料ということで、考えたいと思います。 

 

 最後のページに常勤医師の数を出していただきましたけど、以前の再生機

構の時代は、ずいぶん医師を集めるのにコストが掛かるような話を聞いてお

りました。再生機構から公社に移るときに付いてきてくれた医師が２７年度

末で３人くらい辞められたと聞いていますが、現在、過去最高の９人という

医師数まで増やしている。これはどのような取組をしているのか、また、こ

の数を維持していく工夫と２つ教えてください。 

 

 再生機構のときは、広告宣伝費ということで医師を集めるイメージづくり

というような形で、経費を使ったというような記憶です。現在はそういうも

のはやっていませんけども、まず１つは、院長が知っている医師に声をかけ

て、来ていただいた医師もいらっしゃること、それから医師紹介会社にお願

いして医師に来ていただきますが、実際市立病院を見学して納得していただ

かないと来ていただけない訳で、やはり病院の方がそういう面で適切に対応

して、医師に来ていただく努力を続けていることが実っていると考えられま

す。今後も医師の数を維持しながら、また、市立病院の方では、常勤の整形

外科の医師が欲しいというようなことで、その募集も一生懸命やっているよ

うですので、そのように医師を確保していきたいと思います。 

 

 建物の設備が古いと聞いていますが、持続性は大丈夫ですか。 
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 市立病院が主にできたのは、昭和５９年と６０年という時代で、３０年以

上経っております。そのときの施設をそのまま使っている訳ですので、今後

メンテナンスをどのようにやっていくのか、そのまま使い続けるのか、更新

をするのか、そういう検討をしなければならない時期に来ていますが、やは

りこういう経営の状況ですので、なるべく経費が掛からない方法で、検討し

ていかなければならないと考えております。 

 

 市立病院という形ですが、公社ですので、何かあれば公社がお金を積み立

てて設備の改善をするという理解でよろしいですか。 

 

 設備は、市が準備をして、それを指定管理者にお貸しするという方針です

ので、施設に関しては市が責任を持つということです。 

 

 変動損益計算書は使っていないということでしたけど、一定のシミュレー

ションをしながら経営をされているということは、委員全員が理解できたと

思います。さらに２８年度については、シミュレーションした結果を上回っ

ているということですので、非常に努力されていると思います。こういった

状況というのは絶えず変化してくるものですので、状況を絶えず把握しなが

ら、必要なシミュレーションの見直しをして、経営が安定するように引き続

きご努力いただければと思います。一般会計の方としてもある程度の負担と

いうのは、施設の改修経費など行政の方で持たなければならないものも当然

あろうと思いますので、そういった経費の役割分担というのは、財政課とも

お話しながら運営してもらえればと思います。 

 

 それでは次に財政収支見通しをさらに詳細に見直していただきましたの

で、資料３の説明をお願いします。 

 

（資料３に基づき説明） 

 

 ２ページ目の国保の基準外繰出しに、全く数字が入っていない理由はなぜ

ですか。 

 

 下の欄の※注２で記載したとおり、今後１年間かけて国保の運営協議会の
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中で、保険料の改定と基準外繰出しのあり方について協議をしていただくこ

とになっており、今の段階で数字をお示しすると、誤解を招くおそれがある

ため入れておりません。 

 

 ということは、数字はゼロではなくて入る訳ですね。２６年度は参考まで

にどれくらいの数字が入っていたのですか。 

 

 基準外繰出しは、２６年度には４，７１１万３千円支出しましたが、これ

は２６年度分ではなく、２５年度分の９，７１１万３千円を一般会計の都合

で２５年度と２６年度の２か年に分けて、２５年度に５，０００万円、２６

年度に４，７１１万３千円を支出したもので、平成２６年度分としての基準

外繰出しはありませんでした。 

 

 国保の基準外繰出しも増える方向にはあるのですか。 

 

 今の段階では何とも言えません。というのは広域化になる予定で、保険料

率がどのように銚子市に示されるかまだ分かりません。ただし、２７年度か

ら繰上充用をしていまして、今年度もおそらく収支としては不足になる見込

みです。それを３０年度以降どのような形に保険料率を改定するのかによっ

て、基準外の繰出しをどうするかということを決めてもらうために議論して

いると思いますので、金額を置くことも考えましたが、置いたら置いたで、

それが一人歩きしかねないという部分があるので、今回は欄外の説明で空欄

にしております。 

 

 ３ページ目の経常収支比率ですけど、緊急改革プランでは、２８年度末に

９０パーセントにするという目標を定めていますが、この数字を見ると達成

できないということのようです。また、３０年度から３３年度のように９５

パーセントを大きく超えていくと、ほとんど動かせるお金が全くないという

感じになりますので、歳入を新しく作る努力と、財源を確保するということ

に必死になっていただく必要があると思います。それで経常収支比率を９０

パーセントくらいまでにしていかないと、銚子市として、どんどん息苦しく

なってくる財政になりますので、そこは新しい財源を生み出すということに、

全庁を挙げて知恵を絞る必要があるのではないかと思います。何かお答えい
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ただくことがあればうれしいですけど、こういうことを実は考えているとい

うことがあれば教えてください。なければ是非なんとかしていただきたい。 

 

 経常収支比率は、この資料の１ページ目の市税と地方交付税の減り方が、

次のページの義務的経費の減り方よりも大きくなっているような状況ですの

で、経常収支比率が徐々に上昇していくだろうと思います。歳出の方は公債

費も借金をできるだけ減らし、人件費も扶助費も減らすような形で見込んで

いますが、それ以上に税金の収入の見込みが減るであろうと、そうすると人

口減によって交付税も減る見込みですので、どうしても市税の収入のアップ

を図らなければ、経常収支比率の改善というのは見込めないような状況かと

思います。担当課では徴収率を増やすということを言っておりますけども、

それだけでは当然限界がありますから、市税の調定額が増えるような取組を

していかなければ、経常収支比率の改善には繋がらないと思います。 

 

 徴収率も頑張っていただいているのは、よく伝わってきておりますので、

これも引き続き努力をお願いしたいのですが、ここで必要なのは、何とかし

て新しい恒久的な財源を見つけることだろうと思います。歳出を減らすとい

うのは、銚子市が疲弊する大きな要因にもなりますので、新しい財源を見出

す努力は、銚子市が財政再建を果たすためには必須なのではないかと私は思

います。 

 

 今回組み入れた広域ごみ処理施設運営に関する補助金の３億円について、

それによって別の経費が減ると思いますが、広域になることによって減る部

分と相殺したら、どれくらい負担は増えると考えたらよろしいですか。 

 

 物件費のところに清掃センター管理という項目がありますけど、前年度ま

での３億５，６００万円という部分が直営でやっていたときの経費です。 

３３年度から広域になりますが、従来の施設がすぐに無くなる訳ではないの

で、とりあえず５，０００万円くらいの管理経費は残るということで、３億

６００万円程度は減ると見込んでいます。ただし、広域化になるために、ほ

ぼ同額の３億４００万円の負担額が発生するという形です。 

 

 それでは、実質的には変わらないという考えでよろしいですか。 
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 管理経費については、そうは変わらないと思います。ただし、投資的経費

の通常投資分で清掃センターという部分については、清掃センターの機器等

の維持改修の経費が９，０００万円、それから３１年度で５，０００万円と

減って、３２年度と３３年度は９００万円と５００万円で、そのあたりが減

るのではないかと見ております。 

 

 道路の老朽化対策分に関しては、そのための事業が終了してゼロになると

いうことで、通常投資分を増やしているということですが、計画期間中は通

常投資分と老朽化対策分を合わせて３億３，０００万円くらいの金額ですの

で、それが１億円では相当に尐なくなっているように見えるのですが、実際

足りるのでしょうか。 

 

 実際道路の改修の需要は多いですから、当然足りる額ではないかとは思い

ますけども、２７年度の決算額を見ると道路の通常投資分と老朽化対策分で

１億３，３００万円くらいしか実際できておりません。これは老朽化対策の

補助制度がなかったので、長寿命化を図るような工事はなかなか着手出来ま

せんでした。それを２８年度から国の交付金を使って５年の計画でやるとい

うことですので、３３年度にその制度が終わった段階で、どこまで道路の通

常投資分を戻せるかというのは分かりませんが、とりあえず１億円は最低限

置かなくてはならないということで、現時点では１億円で置いたという状況

です。 

 

 公共施設等総合管理計画のインフラ整備の要支出額と辻つまは合っている

のですか。 

 

 公共施設等総合管理計画で、道路は年平均８．２億円程度の今後更新費用

が必要だろうということですので、補助事業は５年間ありますけど、それを

過ぎた途端に１億円に減る、あるいは５年間の計画の期間の中で１番多い年

でも５億円弱という予算見込みですので、当然計画の８．２億円には全く及

ばない状況になっています。 

 

 ５年間の対策を執られるというのは非常にいいことですし、その後の投資
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額が減るという見込みも決して間違いではないと思いますが、ただ、全部無

くなるということはないと思いますので、ここの部分はしっかり見込みを立

ていただきたい。また、収支の見通しのお話を伺っていて違和感を持つのは、

計画がないであるとか、ハッキリしていないものがゼロとして計算されてい

て、当然その分支出が尐なくなっている。企業会計では保守主義という考え

方があり、将来に向けて可能性が高い見込みの費用は計上しなければならな

いという絶対のルールがあります。ところが今回の見通しの中では、見込み

の費用で入っていないものが非常に多い。それで黒字だといってもやはり問

題があると思います。この見込みのやり方が間違っているとは申しません。

でもその数字の使い方として、まだハッキリしていない部分が入っていない

数字であるということは、常に説明しながらこの数字は使っていく必要があ

ると思います。 

 もう１つは、３３年度に財政調整基金が８００万円になってしまいます。

特に平成３０年度と３３年度を比べて、単年度収支が３億円くらい大きくマ

イナスになっていますが、どういう理由でこうなっているのか、また、その

点が３４年度には改善されるのか、３４年度このままだったら、普通に考え

れば実質収支も赤字になってしまいます。この点について何かあれば説明し

てください。 

 

 ３０年度と３３年度を比較すると、１番大きいのは市税の減尐で、３０年

度が７６億６，６００万円、これに対して３３年度は７１億５，４００万円

と約５億円減尐します。もう一つは地方交付税の普通交付税で、３３年度が

次の国勢調査の人口が反映されるということで、３０年度と比較すると３３

年度は約２億２，０００万円減尐し、市税と合わせると約７億円強が減尐し

ます。これが一番大きな要素ではないかと思います。次の３４年度はどうな

るのかと申しますと、この２つの数字が劇的に改善するというようなことは、

今のところ想定するのは難しいことかと思いますし、それから歳出の中で公

債費は３０億円ベースで推移して、これも急に減るということは考えられま

せんので、結果として３４年度の実質収支はもっと悪い数字になるのではな

いかと思います。 

 

 はっきり言えば３４年度は赤字転落ということですね。 
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 このままこれ以上の策を講じなければ、そういうことになり得るのではな

いかと思います。 

 

 それだけ厳しい状況だということ踏まえて、この間の対策として歳出削減

をしていかなければいけない訳で、正直言うと今回の見通しは、大変に厳し

い見通しだと思います。最後に要望ですが、３枚目の表に財務指標を挙げて

いただいて、非常に分かりやすくなっていますが、最後の実質公債費比率の

部分については、統一的な基準に対して債務償還可能年数という指標を積極

的に推しています。つまり収支の余力に対する債務の大きさを見なさいとい

うことを総務省が言っています。統一的な基準が導入されていく中で、総務

省からも公会計のマニュアルとして統一的な基準の数字の使い方の指針が出

ていますので、それを踏まえて指標についても見直しをしていただけたらと

思います。 

 

 ふるさと納税を毎年２億円ずつ見込んでいますけど、毎年寄附をしてくれ

るリピーターを作っていくための対策として、どのような考えがあるのか教

えてください。 

 

 今年度は、広告宣伝の一環としてリピーター確保のために「かもめ～る」

というものを使って、昨年度寄附を頂いた方に、今年もよろしくというよう

な内容で、はがきを送っています。今後さらにいい方法を検討しております

ので、何らかの形でリピーターを確保するような対策をしていこうと考えて

います。 

 

 できれば電話で連絡が取れるなら、是非そういう手段を選びながら検討し

ていただきたいなと思います。 

 

 企画課長が申しました「かもめ～る」は、暑中見舞いのはがきですけど、

去年頂いた方に今年も頂ければ、今年は「かもめ～る」を送った人だけに 

「ちょーぴー（銚子市公認キャラクター）」というメッセージを書いて送っ

てくれれば、銚子の特選の記念品を抽選で何名の方にあげますと、昨年度の

寄附者に限定してはがきを送りました。そうすると昨年度の寄附者で、同じ

ようにもう１回リピーターとして寄附をしてくれたという方が、７月と８月
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に相当数おりますので、今後もそういった形で囲い込みをしていく必要があ

ると感じています。 

 

 いろいろな工夫をしているということですが、銚子市の職員の方で、銚子

の外に住んでいる方はふるさと納税ができます。そういう方はやっています

か。 

 

 かなりの人数の方にお願いしています。ボーナス前は庁内のパソコンの掲

示板でお願いしていますし、学校の先生であるとか、そういった方にもお願

いできるようにお知らせの通知を送っておりますので、今後１２月のボーナ

スに向けて、数は増えていくと思います。 

 

 銚子の方がふるさと納税をすると税収が減ってしまうので、どこかで逆転

している市町村が出ていることを聞いたことがあります。銚子の方にも認識

してもらうために、そういうメッセージをお出しすることも必要かと思いま

すので、お願いしたいと思います。 

 

 経常収支比率は、２６年度に９７パーセントとなるなど、非常に高く財政

が硬直化していて、これをいかに下げていくかということを大綱に書いてあ

ります。その中で２７年度は９３．４パーセントと下がっていますが、３３

年度になると９８．１パーセントとかなり高い数字になっています。しかし、

これまで審議会の中でも歳出の削減というのは、かなり努力されていると思

います。これをやりすぎますと負のスパイラルに入り、もっとひどい状況に

なりますので、やはり歳入を増やすということを官民ともに全力でやってい

かなければいけないと感じました。それと経常収支比率の中で、人件費であ

るとか公債費などを分けた経常収支比率というのは、分かるのでしょうか。 

 

 ２７年度は、全体で９３．４パーセントという数字ですが、性質別の内訳

としては人件費が３２．５パーセント、扶助費が９．０パーセント、公債費

が２０．５パーセントとここまでが義務的経費の経常収支比率です。これ以

外に物件費が１１．４パーセント、繰出金が１６．７パーセント、その他の

経費で３．４パーセント、合計で９３．４パーセントとなります。平成２８

年度以降の経常収支比率の推計は、今のところ性質別の分析までしていませ
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んので、後ほど分析ができましたらお知らせしたいと思います。 

 

 今回、せっかく財政フレーム作ってもらいましたので、この要旨というの

は、行革大綱の中に載せるべきだろうと思います。現時点では資料４は２１

ページで終わっていますけど、尐なくとも資料３の３ページ目の参考という

行革の見込額を一括して分かりやすい形にした表は、重要な表だと思います

ので、まずこれは載せるようにしてもらいたいと思います。その結果として

行政改革をすることによって、財政推計では平成３３年度最終的に累積赤字

はないという形になります。これは赤字を出さないという市の決意だと私は

受け止めていますので、これを達成するためにこれだけの行政改革を行って

いくということが、市民に１番説得力が有るものだと思います。財政収支見

通しをそのまま載せる必要はありませんが、ある程度市税であるとか交付税

であるとか、支出の方であれば繰出金はトータルでどれぐらいであるとか、

赤字にならないようにこれだけの行政改革をするというのは、この行革大綱

自体の肝だと思っていますので、どこまで載せるのかというのは、色々お考

えもあるようですので、その辺を載せる形で市の方で調整いただければと思

いますが、これはいかがお考えでしょうか。 

 

 今回の収支見通しは、銚子市が風評被害を受けるような性質のものではな

いと思いますがいかがでしょうか。 

 

 今回は赤字になるような形に作成していませんし、舘野委員がおっしゃる

ように当然３３年度までは赤字は出さないというスタンスの中で作成したも

のですので、そういった考えは変わらないと思います。風評被害を受けるよ

うなものは、ここでは出ていないとは思いますけれど、先ほどお話があった

３４年度のところにいくと、どうなのかなとは思います。 

 

 こういう数字を見れば客観的に銚子市民が納得するということであれば、

出す意義があろうかと思います。最終的にどうするかは市長以下のご判断が

必要と思いますので、次回までに考えていただければと思います。この件は

以上でよろしいでしょうか。それでは本日の議題に移りたいと思います。資

料４の変更した箇所だけを説明してください。 

 



- 14 - 

財政課 

 

伊永会長 

 

 

野口委員 

 

 

 

 

政策企画部長 

 

 

 

 

 

伊永会長 

 

政策企画部長 

 

 

 

伊永会長 

 

野口委員 

 

 

 

 

政策企画部長 

 

 

 

（資料４に基づき説明） 

 

 １４ページの補助金の見直しを復活していただきまして、最後の文言を「減

額または廃止する」ではだめですか。 

 

 私が書いた資料では、「減額、停止または廃止」と停止もありましたが、

検討するというのは、現実問題として銚子市にお金がない状態ですので、こ

のような余剰金があるところは、減額あるいは制度的に停止していく、ある

いは廃止するというのでよろしいのではないでしょうか。 

 

 実際に予算の査定の中でも、任意の団体で繰越金があるようなところは、

前年度と同額ではなくて、繰越金が解消するまではしばらくお休みするとい

うような補助金の出し方を実際していますので、検討するという尐し弱い書

き方になっていますけど、「減額または廃止をする」という書き方に変えて

も差し支えないかと思います。 

 

 国ですと返還させるになりますが、その必要まではないと思います。 

 

 銚子市では、補助金を出して翌年度に繰越金があるような場合は、返還で

はなくて前年度の補助金の残った部分を差し引いた分を翌年度に出すという

ような形をとっておりますので、返還まではさせていないです。 

 

 停止を入れる必要はありますか。 

 

 減額と廃止の間に停止というのを入れておかないと、その組織自身が残る

ことが出来なくなってしまいます。できれば停止という文言を入れておけば、

段階的に減額、停止、最後に廃止という流れになります。その代わり文言的

には「検討する」ではなくて、「する」にしてもらいたいと思います。 

 

 先ほど申しましたように繰越金が多いところは２年、３年一時的に停止を

して、その後、繰越金等が解消したときに、また補助金が戻るというような

こともありますので、停止という言葉を入れるように考えます。 
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 １０ページの債権管理の強化をご説明いただいた件で、内容を伺っている

限りでは非常に良いことだったのですが、大綱としては、他のところも全て

一応いつまでというのを明確にしている形の書き方をしています。ですから

この部分についても、ただ「５年以内に」を削除するだけではなくて、いつ

までというか、尐なくとも大綱期間内に実施することが分かるような表現に

した方がいい気がします。ご検討いただきたいと思います。 

 

 了解しました。 

 

 他にありませんか。それでは大綱の本文はまとまってまいりました。最後

の５番目に「第７次大綱において行革効果を上げるべき喫緊課題」というの

を設けさせていただきました。これは前回の審議会で全員一致でこういうも

のがあった方がいいということで決まったものですが、これまで意見書は頂

いていますが、すり合せが終わっていませんので、そこの部分が残されてお

ります。この会議が終わり次第、そういう作業を委員５人でやって次回まで

に成案を得られるように努力させていただきます。これを設けた理由につい

て尐し補足しておきますと、岡田委員からコメントがありましたが、最近銚

子市内において、銚子市は黒字になったからもういいじゃないか、というよ

うな声が聞かれるようになってきました。しかしながら、これは、今までの

審議会の議論を聴講されてきた方は、大きな間違いであることはよく承知し

ていると思います。この議論で何度も言っていますとおり、無理やり黒字に

しているというのが正直なところだと思います。この審議会でも黒字にする

ということは何とか耐えて達成していただきたいというのは、審議会として

総意です。ただ、財務の内容そのものは危うい部分があり、多くの前提条件

をクリアして初めて黒字にしている。それでも経常収支比率を見ると年々悪

化していくということで、まだまだ努力が足りないというように思います。

それを大綱の第５章で喫緊課題を提示させていただきまして、さらなる努力

をお願いしたいという、そのための努力目標を作らせていただきたいという

ことです。例えば、歳出はギリギリまで切り詰めていただく必要がある。歳

入は徴収率アップで成果を上げてきていますが、これもほぼ限界が近いとい

うことですので、先ほども申しましたが、新しい市税の財源を探すというこ

とが、やはり職員にも、市民にも、市議会の議員さんにも求められるのでは

ないかと思います。これは銚子市の市民・住民・市役所が一丸となって、新
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しく作り出さなければ、恒常的に財政再建というのは成立しないのではない

かと思います。それが半年くらいやってきた審議会の１番の肝の部分になる

と思います。そういうことに対してこの審議会で答申を出しても、結局は事

務方の判断あるいは答申を審議する行革推進本部の判断で、骨抜きになるよ

うなことがあってはならない訳ですので、明確に共通理解が得られる喫緊課

題にしていきたい。往々にしてあるのが、出来もしないことを課題にする 

ケースがありますので、そういうことは決してしてはならないということを

申し上げて置きたいと思います。努力すればできるということは課題になり

ます。努力してもどう逆立ちしてもできないというようなことは、喫緊課題

にならないということでこの５番目の項目を作り上げたいと思っております

ので、ご理解いただきたいと思います。以上を持ちまして２時間経過しまし

たので、本日の審議会は、特に質問がなければこれにて終了したいと思いま

す。最後に今後のスケジュールについて説明をお願いします。 

 

（資料５に基づき説明） 

 

 広報活動をされる訳ですが、これは審議会の中でも色々意見交換してきた

のですが、この大綱の概要版のようなものを作ってはどうかと、それを「広

報ちょうし」の中に収録していただいた方がいいじゃないかというような意

見がありますので、次回までに結論出したいと思います。それで審議会とし

ての希望事項を受け止めていただければありがたいと思います。 

 

 スケジュールに関して、大綱案の中に実は色々と２８年度中に計画を作る、

基準を作るというのが盛り込まれています。大綱が決定されてからそれらの

計画策定に取り掛かるのでは到底年度内の作成は無理だと思いますので、例

えば公共施設の管理計画であるとか、使用料・手数料の見直しの問題である

とか、定員適正化の問題であるとか、２８年度中に計画を作るとされている

ものについては、できるだけ早く、その作業に掛かっていただけたらと思い

ます。 

 

 大綱の中に位置付けられている計画等の策定は、当然今年度中に仕上げる

ものは、今年度中に並行して実施していくつもりです。 
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伊永会長 

３ 閉会 

 それでは本日の審議会をこれにて終了させていただきたいと思います。 

 


